
      記事掲載・取材のお願い プレスリリース（2019年 6 月） 

＜主なプログラム内容＞ 

 

男女共同参画社会を実現するための推進機関 
N W E C （N a t i o n a l  W om e n ’ s  E d u c a t i o n  C e n t e r ） 

独立行政法人 国立女性教育会館 

 

 

 
 

 

 NWECでは、女性関連施設・相談機関等の相談員や地方公共団体の相談事業統括担当者を対象として、男女

共同参画の視点を取り入れつつ相談業務の実態に即した知識・技能の習得を目的とした専門的・実践的研修を実

施します。 

 毎日女性相談分野における第一人者を講師に迎え、全国から150名余が参加する研修です。 

 

  ・ドメスティックバイオレンス（DV）や性暴力といった女性に対する暴力をはじめ、日々多

様化・複雑化している喫緊の課題解決を目指す 

  ・相談業務に必要な知識・技能の習得 

  ・関係機関との連携促進 

 

 

※下記以外にもプログラムは多数ございます。詳細は同封のチラシをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材をいただく際は、お手数ですが事前に国立女性教育会館事業課宛にご連絡を賜りますようお願い致します。 

 

また、本研修で紹介する個別事例に関する内容や資料については守秘義務による取材制限がありますことを予め

ご了承ください。 

 

＜会場＞国立女性教育会館（埼玉県比企郡嵐山町菅谷728） 

 
 ■お問合せ先 国立女性教育会館事業課 担 当：島田・石倉 

電 話：0493-62-6724   
メール ：progdiv@nwec.jp 

■NWECホームページ https://www.nwec.jp 

＜趣旨＞ 

 

＜取材時のお願い＞ 

2019年度「女性関連施設相談員研修」開催 

６月１９日（水）～２１日（金）２泊３日 

講義

• ・男女共同参画の本質とその視点に立った相談業務のあり方

• ・ＤＶ被害者・性暴力被害者等の現状や心理的回復支援にあたっての留意点・相談技法

• ・面会交流や保護命令等、相談員として知っておくべき法知識について

ワーク

・相談員に必要な、ジェンダーに敏感な視点の養成

・対応の基礎力を養うための、事例を元にしたロールプレイの実施

・相談事業における機関同士の連携のあり方について、ケースごとの考究
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https://www.nwec.jp/

